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介
護
保
険
施
設
（
介
護
老
人
福
祉
施

設
・
介
護
老
人
保
健
施
設
・
介
護
療
養
型

医
療
施
設
）
に
入
所
さ
れ
て
い
る
方
で
、

負
担
限
度
額
認
定
（
食
費
・
居
住
費
等
補

助
の
制
度
）
が
非
該
当
と
な
る
方
で
も
、

一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
負
担
限
度
額
認

定
の
第
三
段
階
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
（
特
例
減
額
措
置
）
。

次
の
①
〜
⑥
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方

が
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
請
を
希
望

さ
れ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
特
例
減
額
措
置
の
要
件

①
２
人
以
上
の
世
帯
の
方

②
介
護
保
険
施
設
に
入
所
中
で
、
食
費
・

居
住
費
等
の
負
担
限
度
額
認
定
を
受
け

て
い
な
い
方

③
世
帯
の
年
間
収
入
か
ら
、12
か
月
分
の
施

設
利
用
者
負
担
額（
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
の

自
己
負
担
、食
費
、居
住
費
の
見
込
額
）

を
除
い
た
額
が
80
万
円
以
下
に
な
る
方

④
世
帯
の
現
金
、
預
貯
金
等
の
合
計
額
が

４
５
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

⑤
世
帯
が
自
ら
住
む
家
な
ど
日
常
生
活
の

た
め
に
必
要
な
資
産
以
外
に
利
用
で
き

る
資
産
を
有
し
て
い
な
い
こ
と

⑥
全
て
の
世
帯
員
が
介
護
保
険
料
を
滞
納

し
て
い
な
い
こ
と

※
右
記
で
い
う
世
帯
と
は
、
施
設
入
所
に

あ
た
り
世
帯
分
離
し
た
場
合
で
も
、
同

一
世
帯
と
み
な
し
ま
す
。
ま
た
、
別
世

帯
の
配
偶
者
も
含
ま
れ
ま
す
（
世
帯
員

に
関
す
る
年
齢
要
件
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

■
申
請
・
問
合
わ
せ

　

高
齢
介
護
課　


v
０
６
４
９

長
寿
の
お
祝
い
に
、
市
長
や
議
長
を
始

め
、
関
係
者
が
ご
自
宅
を
訪
問
し
ま
す
。

■
訪
問
予
定
日

　

９
月
11
日
（金）
の
午
前
中

※
事
前
に
市
の
担
当
者
が
訪
問
し
て
、
当

日
の
訪
問
時
間
を
調
整
し
ま
す
。

■
問
合
わ
せ

　

高
齢
介
護
課　


v
０
６
４
８

■
お
休
み
処
（
中
村
街
園
）
の
概
要

◇
場
所　

半
田
市
中
村
町
二
丁
目
12

◇
建
物　

木
造
瓦
葺
１
階
建

◇
面
積　

11
・
47
㎡

◇
主
な
設
備　

水
道
（
簡
易
温
水
機
あ

り
）
、
二
層
式
シ
ン
ク
、
エ
ア
コ
ン

■
募
集
条
件
な
ど

◇
募
集
条
件　

軽
食
の
提
供
も
し
く
は
売

店
の
営
業
を
円
滑
に
行
う
こ
と
の
で
き

る
団
体
ま
た
は
事
業
者
で
、
半
田
運
河

周
辺
に
来
訪
さ
れ
る
来
街
者
や
観
光
客

に
観
光
案
内
等
の
お
も
て
な
し
の
心
を

持
っ
た
対
応
が
で
き
る
こ
と

◇
施
設
使
用
料　

本
市
使
用
料
条
例
等
に

基
づ
く
使
用
料
を
負
担
す
る
こ
と

◇
光
熱
水
費　

運
営
事
業
者
が
契
約
し
て

負
担
す
る
こ
と

◇
営
業
日
時　

週
５
日
以
上
で
、
土
日
、

祝
日
に
営
業
す
る
こ
と
。
ま
た
、
昼
間

に
営
業
す
る
こ
と

■
提
出
書
類

応
募
申
込
書
、
企
画
書
ほ
か
添
付
書
類

■
選
考
方
法

書
類
及
び
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ

る
審
査

■
申
込
み
・
問
合
わ
せ

　

９
月
17
日
（木）
ま
で
に
経
済
課
へ

　


v
０
６
３
４

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の

公
募
要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

車
両
脱
着
型
コ
ン
テ
ナ
を
設
置
し
て
、

小
型
家
電
の
回
収
を
実
施
し
ま
す
。
ご
協

力
お
願
い
し
ま
す
。

■
時
間

　

９
時
〜
11
時

■
回
収
品
目

大
き
さ
に
か
か
わ
ら
ず
電
気
、
電
池
で

動
く
も
の

※
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
な
ど
は
、
ご
自

身
で
デ
ー
タ
消
去
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
回
収
で
き
な
い
も
の

◇
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
対
象
品
（
テ
レ
ビ
・

冷
蔵
庫
・
洗
濯
機
・
エ
ア
コ
ン
な
ど
）

◇
製
品
の
大
部
分
が
布
製
、
木
製
、
皮
製

で
で
き
て
い
る
も
の
（
マ
ッ
サ
ー
ジ
チ

ェ
ア
、
電
気
毛
布
、
木
製
ス
ピ
ー
カ
ー

な
ど
）

◇
蛍
光
管
、
電
池

■
問
合
わ
せ
　

　

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー　


8
３
５
６
７

市
民
税
課
税
世
帯
の
方
で
も
介
護
保
険
施
設
の

食
費・居
住
費
等
の
減
額
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

※回収は各施設の駐車場で実施します。

蔵
の
ま
ち
お
休
み
処（
中
村
街
園
）の

運
営
事
業
者
を
募
集
し
ま
す

長
寿
訪
問
の
お
知
ら
せ

―

対象年齢
お祝い金

―

県

１万円

祝い品

市

１万円

１万円

大正４年１２月３１日
以前に生まれた方

昭和３年１月１日～
１２月３１日に生まれた方

大正６年１月１日～
１２月３１日に生まれた方

大正５年１月１日～
１２月３１日に生まれた方

対　象　者

１万円 ―

数え
１００歳

数え
９９歳

数え
１０１歳以上

数え
８８歳

９
月
の「
小
型
家
電
」回
収
日

１２日（土）

１９日（土）

２６日（土）

日（曜）

５日（土） 平地二区区民館

場所

西区民館

新居区民館

板山公民館


